
岐阜県国指定文化財保護管理巡視実施要綱 

                                                       岐阜県文化財保護協会 

（目的） 

第１条 文化財保護巡視員（以下「保護巡視員」という。）は県内各地に所在する国指定

文化財について巡視を行い、その管理状況を把握するとともに、地域住民に対し文

化財の保護意識について普及活動を行うものとする。 

（保護巡視員の委嘱） 

第２条 保護巡視員は、地域ごとに岐阜県文化財保護協会会長が委嘱する。 

   ２ 保護巡視員の総数は２９名とし、次の表の地域ごとに当該する数の保護巡視員を

置く。 

  地  域   岐阜  西濃  揖斐  中濃  可茂  東濃  恵那  飛騨 

  巡視員数(人)  ３   ３   １   ４   ５   ３   ３   ７ 

（保護巡視員の任期） 

第３条 保護巡視員の任期は、委嘱された日から翌年の３月３１日までとする。 

   ２ 保護巡視員は、再任することができる。 

（巡視事項） 

第４条 保護巡視員の巡視は、国指定文化財について、次の各号に掲げる事項について行

うものとする。 

１ 重要文化財建造物及び重要有形民俗文化財の全体の管理状況並びに屋根及び柱根

等の建築部材について虫害等による毀損状況の有無 

２ 史跡及び埋蔵文化財包蔵地に係る濫掘の有無、全体の管理状況及び所在地周辺の

開発状況 

３ 名勝及び天然記念物に係る無許可の現状変更の有無、植物の枯死又は毀損の状況、 

動物の生息地又は繁殖地の状況及び当該名勝又は天然記念物の周辺において、そ

の保存に影響を及ぼすおそれのある行為の有無 

４ 文化財の経年変化を見るため、定点から撮影した写真等を報告書に添付する。 

（担当地域及び巡視回数） 

第５条 保護巡視員は、別表（１）に定める地域（以下「担当地域」という）を、５月か

ら１月まで１か月に１回以上巡視を行うものとする。 

２ 保護巡視員は、実施した巡視の結果を文化財保護管理巡視結果報告書(別紙様式)

に記録のうえ、月１回岐阜県文化財保護協会を経由して県に提出するものとする。 

   ３ 保護巡視員は、巡視中に文化財の保存管理上、緊急事態の発生を確認したときは、  

速やかに県文化財保護協会に報告するものとする。 

（報酬及び費用弁済） 

第６条 保護巡視員の報酬及び費用弁済は、日当及び旅費を年度末に一括して支払うもの

とする。(日当の額は別に定める。) 

（災害補償） 

第７条 保護巡視員が､業務上負傷、または疾病にかかり、もしくは死亡した場合における

災害補償については、協会が加入する「スポーツ安全保険」により対応する。 

（必要事項の制定） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、保護巡視員に関し必要な事項は文化財保護協会会

長が定める。 

（附則） １ この要綱は令和４年４月１日から施行する。 


